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(57)【要約】
【課題】十分な衝突エネルギー吸収特性を示し、しかも
異形断面の取り付けスペースにも対応可能な新規な衝突
エネルギー吸収用鋼管およびその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は、外
側鋼管１の内部に複数本の内側鋼管２が挿入された複合
管構造を備えたもので、外側鋼管１が引抜き加工によっ
て内側鋼管２の外周面に圧着されている。そして外側鋼
管１の内周長のうち、内側鋼管２との非接触長の和が、
内周長の２０％以下である。内側鋼管２は断面円形の鋼
管であっても、断面非円形の異形鋼管であってもよい。
自動車のバンパーやドアインパクトビームに適する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側鋼管の内部に複数本の内側鋼管が挿入された複合管構造を備え、外側鋼管が引抜き
加工によって内側鋼管の外周面に圧着されており、かつ外側鋼管の内周長のうち内側鋼管
との非接触長の和が、内周長の２０％以下であることを特徴とする衝突エネルギー吸収用
鋼管。
【請求項２】
　内側鋼管が断面円形の鋼管または断面非円形の異形鋼管であることを特徴とする請求項
１記載の衝突エネルギー吸収用鋼管。
【請求項３】
　断面円形の外側鋼管の内部に複数本の内側鋼管を挿入し、複数本の内側鋼管の断面形状
に対応した孔型、もしくは外側鋼管を縮径する孔型を有するダイスにて引抜き加工を施し
、外側鋼管を内側鋼管の外周面に圧着させることを特徴とする衝突エネルギー吸収用鋼管
の製造方法。
【請求項４】
　内側鋼管として、断面円形の鋼管または断面非円形の異形鋼管を用いることを特徴とす
る請求項３記載の衝突エネルギー吸収用鋼管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のバンパーやドアインパクトビームのような衝突エネルギー吸収特性
が要求される部分に用いるに適した衝突エネルギー吸収用鋼管およびその製造方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のバンパーやドアインパクトビームのような部材は、自動車が衝突した際にそれ
自体が変形することによって衝突エネルギーを吸収し、乗員の生存空間を確保する役割を
果たしている。この目的のためには、圧壊時や曲げ変形時における衝突エネルギーの吸収
量が大きいことが必要であることはいうまでもない。しかしこれらの部材は自動車内部の
限られたスペースに収納する必要があることから、断面積ができるだけ小さく軽量である
ことも要求されており、最近における自動車の小型化・軽量化の傾向に伴い、この要求が
一段と強まっている。
【０００３】
　このために従来から様々な構造の衝突エネルギー吸収部材が提案されているが、中でも
特許文献１に示されるような、円形の外側管の内部に単数または複数の内側管を収納した
複合管構造は、軽度の衝突時には外側管が変形し、強い衝撃時には内側管も変形して大き
な衝突エネルギーを吸収できる点で優れている。
【特許文献１】特開２００３－１３７１２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが特許文献１に示された複合管構造の衝突エネルギー吸収部材は、外側管の内部
に内側管を挿入して溶接するか、あるいは外側管の内部に内側管を圧入したものであり、
外側管と内側管との間に多くの隙間がある。このために外側管の管壁の一部は内側管に拘
束されることなく比較的容易に変形することとなり、その間は衝突エネルギーの吸収量が
小さい。このため十分な衝突エネルギー吸収特性を示すとは言えない点があった。
【０００５】
　また特許文献１に示された複合管構造の衝突エネルギー吸収部材は、円形または角形の
外側管の内部に単数または複数の内側管を収納した構造を基本とするため、断面形状が円
形または四角形に限定されている。このため取り付けスペースが限定される場合があった
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。
【０００６】
　従って本発明の目的は上記した従来の問題点を解決し、十分な衝突エネルギー吸収特性
を示し、しかも異形断面の取り付けスペースにも対応可能な新規な衝突エネルギー吸収用
鋼管およびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は、外側鋼管
の内部に複数本の内側鋼管が挿入された複合管構造を備え、外側鋼管が引抜き加工によっ
て内側鋼管の外周面に圧着されており、かつ外側鋼管の内周長のうち内側鋼管との非接触
長の和が、内周長の２０％以下であることを特徴とするものである。なお請求項２に記載
のように、内側鋼管を断面円形の鋼管または断面非円形の異形鋼管とすることができる。
【０００８】
　また本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管の製造方法は、断面円形の外側鋼管の内部に複
数本の内側鋼管を挿入し、複数本の内側鋼管の断面形状に対応した孔型、もしくは外側鋼
管を縮径する孔型を有するダイスにて引抜き加工を施し、外側鋼管を内側鋼管の外周面に
圧着させることを特徴とするものである。なお請求項４に記載のように、内側鋼管として
、断面円形の鋼管または断面非円形の異形鋼管を用いることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は、外側鋼管が引抜き加工によって内側鋼管の外周
面に圧着されており、かつ外側鋼管の内周長のうち内側鋼管との非接触長の和が、内周長
の２０％以下である。このために外側鋼管のほとんどの部分は内側鋼管の外周面により拘
束されており、二重管のような肉厚となっている。しかも内側鋼管は複数本であるから、
単なる二重管とは異なり外側鋼管の内部に円形断面の複数の隔壁が形成された構造である
。したがって衝突時には優れた衝突エネルギー吸収特性を示す。
【００１０】
　また本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は、断面円形の外側鋼管の内部に複数本の内側
鋼管を挿入し、複数本の内側鋼管の断面形状に対応した孔型、もしくは外側鋼管を縮径す
る孔型を有するダイスにて引抜き加工を施し、外側鋼管を内側鋼管の外周面に圧着させた
ものであるから、内側鋼管の断面形状や配置を変えることによって外形状を様々に設定す
ることができる。このため異形断面の取り付けスペースしか確保できない場合にも対応可
能である。
【００１１】
　さらに本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は、外側鋼管は引抜き加工時の加工硬化によ
って機械的強度が上がり衝突エネルギー吸収特性が向上する一方、内側鋼管は引抜き加工
時にさほど変形しないため延性を残している。従って外剛内柔の複合管構造となり、大き
な衝突エネルギーを受けたときには適度の変形を生じさせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に図面を参照しつつ本発明の好ましい実施形態を示す。
　図１と図２は本発明の第１の実施形態を示す図である。先ず図１に示されるように、外
側鋼管１の内部に複数本の内側鋼管２を挿入する。外側鋼管１及び内側鋼管２としては通
常の機械構造用の鋼管を用いることができるが、強化用の合金元素を添加した高強度鋼管
を使用してもよい。本発明では外側鋼管１の内部に複数本の内側鋼管２を圧入する必要は
ないので、図１のようにゆとりを持たせて内側鋼管２を挿入することができる。なお内側
鋼管２は複数本とし、この実施形態では４本である。また内側鋼管２の断面形状は円形で
あっても角形その他の異形であってもよいが、この実施形態では通常の丸鋼管である。
【００１３】
　次に図１の状態の内部に複数本の内側鋼管２が挿入された外側鋼管１を、ダイスを用い
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て引抜き加工する。このダイスには複数本の内側鋼管２の断面形状に対応した孔型が形成
されており、引抜き加工によって外側鋼管１の管壁は内側に塑性変形し、図２に示す断面
形状の複合管構造となる。このとき、外側鋼管１の管壁のうち、角部に位置する内側鋼管
２の外周面に沿った部分の変形量は小さいが、内側鋼管２相互間の部分は内側に大きく絞
り込まれる。
【００１４】
　その結果、外側鋼管１の管壁の大部分は内側鋼管２の外周面に圧着されるが、一部は非
接触状態となる。そして本発明では、外側鋼管１の内周長のうち内側鋼管２との非接触長
の和が、外側鋼管１の内周長の２０％以下となるようにする。非接触長は外側鋼管１の絞
込み量により決定され、その絞込み量はダイスの孔型により決定されるので、非接触長の
和を外側鋼管１の内周長の２０％以下となるようにすることは、引抜き加工を行えば容易
である。本発明において非接触長の和を外側鋼管１の内周長の２０％以下としたのは、非
接触長の和がこれよりも大きくなると外側鋼管１のみが変形する可能性が生じ、衝突エネ
ルギー吸収特性の向上効果が不十分となる可能性があるためである。なお非接触長の和の
下限は内側鋼管２の形状や本数により変化するが、ゼロとすることは不可能であり、実際
には少なくとも１％程度となる。
【００１５】
　この引抜き加工に伴い、外側鋼管１は加工硬化によって機械的強度が上がり、曲げや圧
壊時における衝突エネルギー吸収特性が向上する。一方、内側鋼管２は延性を残したまま
であるが、外周を外側鋼管１により強力に固定されているので強い衝突エネルギーを受け
ない限りは相互の位置がずれたりすることはない。
【００１６】
　上記した第１の実施形態では、外側鋼管１の内部に４本の内側鋼管２を挿入したが、図
３、図４に示す第２の実施形態ではその数を２本とした。この場合にも外側鋼管１の内周
長に対する非接触長の和を２０％以下となるようにする。この値はダイスの孔型によって
決定することができることは上記と同様である。このほか、外側鋼管１の内部に挿入する
内側鋼管２の本数を３本としたり、５本、６本とすることも可能である。しかしあまり本
数を増加させると引抜き加工時の位置決めが行いにくくなるので、２～６本が適切な本数
である。
【００１７】
　また内側鋼管２は異形管であってもよく、図５、図６に示す第３の実施形態では内側鋼
管２は角管である。この場合には内側鋼管２が丸管である場合よりも、外側鋼管１の内周
長に対する非接触長の和の比率を更に下げることが可能となる。しかし角管は平面により
構成されているため、衝撃を受ける方向によっては変形が生じ易くなる。このため、方向
による衝突エネルギー吸収特性の差を考慮した配置が必要である。
【００１８】
　図７、図８は内側鋼管２を３本の角管とした第４の実施形態を示す。この場合にも上記
した他の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００１９】
　図９、図１０は第５の実施形態を示す。第１～第４の実施形態では、内部鋼管２の外周
面のプロフィールに合わせた孔型を有するダイスにて引抜き加工を施したが、この第５の
実施形態では、円形の孔型を有するダイスを用いて外側鋼管１の径を円形のまま縮径させ
た。この場合には内部鋼管２が図１０に示すように変形する。このようにして製造された
ものも、他の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００２０】
　以上に説明したように、本発明の衝突エネルギー吸収用鋼管は優れた衝突エネルギー吸
収特性を示し、従来品よりも小さい断面積で大きい衝突エネルギー吸収効果を得ることが
できる。また外形状を様々に設定することができるため、十分な取り付けスペースしか確
保できない場合にも対応可能である。このため、自動車の小型化・軽量化の動向に適した
衝突エネルギー吸収用鋼管として、利用価値が高いものである。
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【実施例】
【００２１】
　表１に示すほぼ同重量の3種類の鋼管にて衝撃曲げ試験を行った。各鋼管の断面は、図
１１に示すように、比較例１はφ４０の鋼管、比較例２はφ４０の外側鋼管とφ１５．５
の内側鋼管４本で構成された複合鋼管(外側鋼管の内周長の内非接触長の和は９５％)、発
明例１は比較例２の複合鋼管をダイスにて引抜き加工を施した複合引抜き鋼管(外側鋼管
の内周長の内非接触長の和は７％)である。また各鋼管は、長さ１２００ｍｍである。
　衝撃曲げ試験方法は、図１２に示すように、スパン８００ｍｍで固定された支持台の上
にサンプルを乗せ、衝突部のＲが１５０ｍｍである半円柱状の負荷子を５５ｋｍ／ｈで衝
突させ、ロードセルで荷重を測定した。ロードセルにフィルターをかけ、振動の影響を取
り除いた荷重の値と変位との関係を調べた。また、変位－荷重曲線から１５０ｍｍ変位ま
での吸収エネルギーを算出(変位－荷重曲線で囲まれた面積を計算)した。
【００２２】
　結果を表１及び図１３に示す。図１３より、比較例１の鋼管は断面２次モーメントが大
きい為に衝突初期の荷重の上がり方は大きいが、断面が扁平し易い為、一度座屈をおこす
と急激に荷重が低下する事が分かる。比較例２の複合鋼管は、内側鋼管が4本挿入されて
いるため座屈は起こり難いが、外側鋼管と内側鋼管の間に大きな隙間がある為、衝突後外
側鋼管と内側鋼管が接触するまではほぼ外側鋼管のみで荷重を受け持つ為、衝突初期の荷
重の上がり方は小さい。一方発明例１の複合引抜き鋼管は、外側鋼管と内側鋼管の隙間が
小さい為、衝突初期から全体で荷重を受け持つ為荷重の上がり方が大きく、また内側鋼管
が4本挿入されているため座屈も起こり難い。また、本発明の複合引抜き鋼管は、引抜い
た際に外側鋼管が加工硬化されている為、さらに衝突抵抗が増す。この為、衝突初期から
１５０ｍｍ変位に至るまで安定して高い荷重を維持できる事が特徴である。以上の事から
１５０ｍｍ吸収エネルギーは、表１に示すように比較例１が５２００Ｊ、比較例２が５４
００Ｊであるのに対し、本発明の発明例１は６０００Ｊと高い衝突エネルギー吸収能を示
す。
【００２３】
　前記したように、本発明の複合引抜き鋼管は、重量同等の鋼管及び複合引抜き鋼管に対
して高い吸収エネルギー能を示した。実施例のように使用すれば吸収エネルギーの点でメ
リットが出るが、必要に応じて板厚を薄くすれば、吸収エネルギーのメリットの変わりに
軽量化のメリットを得る事もできる。また、図１１を見ても分かるように本発明の複合引
抜き鋼管は断面積が小さいので、小さな取り付けスペースにも取り付け可能である。
【００２４】
【表１】

【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１の実施形態において、外側鋼管の内部に内側鋼管を挿入した状態を示す断面
図である。
【図２】第１の実施形態において、引抜き加工後の状態を示す断面図である。
【図３】第２の実施形態において、外側鋼管の内部に内側鋼管を挿入した状態を示す断面
図である。
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【図４】第２の実施形態において、引抜き加工後の状態を示す断面図である。
【図５】第３の実施形態において、外側鋼管の内部に内側鋼管を挿入した状態を示す断面
図である。
【図６】第３の実施形態において、引抜き加工後の状態を示す断面図である。
【図７】第４の実施形態において、外側鋼管の内部に内側鋼管を挿入した状態を示す断面
図である。
【図８】第４の実施形態において、引抜き加工後の状態を示す断面図である。
【図９】第５の実施形態において、外側鋼管の内部に内側鋼管を挿入した状態を示す断面
図である。
【図１０】第５の実施形態において、引抜き加工後の状態を示す断面図である。
【図１１】実施例の鋼管の断面を示す図である。
【図１２】実施例の衝撃曲げ試験方法を示す図である。
【図１３】実施例の衝撃曲げ試験結果を示す図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　外側鋼管
　２　内側鋼管

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(7) JP 2010-78062 A 2010.4.8

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(8) JP 2010-78062 A 2010.4.8

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｂ６０Ｒ  21/02    　　　Ｚ          　　　　　

(72)発明者  中村　英幸
            東京都千代田区大手町二丁目６番３号　新日本製鐵株式会社内
Ｆターム(参考) 3J066 AA02  AA23  AA29  BA01  BA04  BB10  BC01  BD07  BE01  BF02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

